
 

第 18回「上尾道路（江川地区）環境保全対策検討会議」 

の議事概要について 

 

 

 標記の会議が、以下のとおり開催されましたのでお知らせいたします。 

 

１．開催日時 平成３０年１０月２９日(月) １８：３０～２０：１５ 

２．開催場所 上尾市文化センター １０１集会室 

３．議事概要 

 

１）事業者説明要旨 

  ①湿地保全計画について 

・ 第１７回検討会議の検討結果等を受けて、修正を行った湿地保全計画(案)に

ついて報告 

 

 

２）意見・助言の概要 

 

項目 議事概要 

前回検討会議の議

事概要 

・項目ごとにまとめると議論の中身がわからなくなるの

で、時系列的なまとめ方としてほしい。（委員） 

湿地保全計画 

2) 代償として確保す

る湿地保全エリアと

ゾーニングの考え方 

・前回会議ではモニタリングで兆候が出たときには保全

エリアを見直すこととなっていたはずで、モニタリン

グを継続することは重要な要素である。会議で議論し

た「継続」を入れた文書に戻してほしい。（委員） 

4)保全ゾーン・再生ゾ

ーンの整備・管理内容

の詳細検討について 

・前回の資料では、(「⑤モニタリング結果を踏まえた増

殖実験地の検討・改良」を)赤枠で囲っていた、会議の

中で議論がなかったものを修正するのは問題だと思

う。前回会議資料と同様に戻してほしい。（委員） 

 

 

 

 



項目 議事概要 

図 上尾道路事業に

おける環境保全対策

の実施位置図 

事業者 ・ 桶川側浄化ゾーンの枠囲みについて提案し

たい。この場所に浄化施設を整備するには

土砂の撤去費用が、また、撤去せず整備す

るにはポンプなどの追加設備が必要とな

り、整備費用が増加します。よって、この

場所での整備は非常に困難なことから、枠

囲いを消去し、「エリアについては検討中」

と記載したい。次頁にも位置や構造は今後

の検討課題と記載しており、整合を図りた

い。 

・ 浄化ゾーンの位置の枠囲いについては前回会議で決

定している。もし、新たな問題が出てくるのであれ

ば、改めて議論する方が良い。（議長・委員） 

4.4 湿地を支える水

環境の保全の進め方 
・「必要がある。」の表現は削除し、「以下のようなステ

ップを踏んで計画を具体化する。」等を追記すべき。 

（委員） 

・下の図が上の文章に反映されていない。今後、更に検

討を行い、道路排水処理の実施ステップに従い、計画

を具体化するという表現にしたほうが良い。（議長） 

5.3 道路整備の影響

モニタリング 
・「既往調査と同レベルの調査」とあるが、調査内容が

判らない。（委員） 

・モニタリングを２年半実施しているのであれば、モニ

タリングの中間報告をホームページで報告する旨を記

載してほしい。（委員） 

・ホームページだけでは見られない方もいます、他の方

法も考えて欲しい。（委員） 

事業者 ・ ＨＰ以外でも、何らかの方法でお知らせさ

せていただく。（事務局） 

 

 

 

 



項目 議事概要 

<荒川中流域・江川下

流域が一帯となった

魅力ある地域づくり

> 

・入間川下流地区についても実施主体を記載してほし

い。（委員） 

[領家の屋敷林の保

全] 
・屋敷林の保全について、具体的なことは何もしていな

いようで非常に残念に思う。何もしていないのにこの

まま記載するのか。（委員） 

・屋敷林の保全については、民民の借地契約であるが、

契約が終わったら、地権者に協力をお願いすると聞い

ていた。今後の見通しについても記載してほしい。

（委員） 

事業者 ・ 地主との話は進めていると聞いている。民

間での契約になるので、強制的に行政が介

入するわけにはいかない。 

・もう少し足繁く通って何とか打開して欲しい。屋敷林

は湿地の水源になっている。国も市にもっと働きかけ

て欲しい。（議長） 

・緑地保全の制度を活用するなど文章を追加しておくこ

と。（議長） 

議長まとめ 
・湿地保全計画は、本会議で指摘を受けた文言修正を盛

り込んでまとめたものについて了承する。 

・細かい表現上の修正は議長に一任する。 

・最終的な湿地保全計画は、各委員に配信し、確認して

いただく。（議長） 

その他 
・新しい知見も入ってくるし、湿地圃縁計画に基づいた

実行が遅れないような方法を考えて欲しい。（委員） 

・前回会議から 2年半も会議が開催されなかったが 2度

とこのようなことにならないで欲しい。12月中旬に次

の会議を開催して欲しい。（委員） 

 


